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(4) 不登校・長期欠席対策のための総合的な取組の推進

新たな不登校・長期欠席を生まない未然防止の取組の充実を図るため、ス

クールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの養成や確保、対策の中

核となる教員の指導力向上のための研修の充実、医療機関と連携した対策の

研究など、不登校・長期欠席の解消のための総合的な対策を検討すること。

（提案の理由）

現 状

○ 児童生徒の問題行動等調査の結果から、本県の不登校・長期欠席児童生徒数は全国と

比べ依然厳しい状況であり、長期欠席は増加傾向にある。

○ 不登校・長期欠席児童生徒は、ある程度の欠席経験を経ている場合が多く、家庭環境

の複雑さや障害特性等が関係している場合もある。こうした課題について、早急な対応

が必要である。

○ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの確保、資質の向上に苦慮して

いる。また、非常勤の雇用であるため生計が不安定であり、希望者が集まりにくい現状

がある。

○ 小学生の５％、中学生の10％が起立性調節障害（ＯＤ）の可能性があり、不登校の約

３～４割がＯＤを併存するといわれている。 ※日本小児心身医学会

課 題

○ 不登校・長期欠席の背景にある家庭の課題や障害特性等に幼少期から対応する必要

がある。

○ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーが不足していることから、大

学等での養成とともに、安定した人材確保に向けた常勤化や有資格化などの検討を進

めていく必要がある。

○ 不登校・長期欠席対策の中核となる教員の指導力向上のための研修の充実が必要で

ある。

○ ＯＤや過敏性腸症候群が原因とみられる不登校・長期欠席への理解や対応策が周知

されておらず、医療機関による支援体制も構築されていない。

３ 教育の振興
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(5) 高等学校教育の充実 新規

① 小規模化する高等学校の魅力づくりのため、教員の定数加配措置ととも

に、ＩＣＴ支援員の配置も含めた遠隔教育のための環境整備に必要な財政措

置を講じること。

② 平成30年度に制度化された高等学校における通級による指導については、

教員配置も含め、実施に必要な財政措置を講じること。

（提案の理由）

現 状

○ 本県の中学校卒業者については、平成28(2016)年から平成40(2028)年までに約2,600

人、さらに平成43(2031)年まで見通すと約3,200人減少することが見込まれ、地域によ

っては、１学年４学級を下回る学校が複数出てくる可能性があり、今後の高等学校の在

り方について、基盤整備も含めた早急な検討が必要である。

○ 高等学校における通級による指導の制度化について、学校教育法施行規則が平成28

(2016)年12月に改正された。本県では、文部科学省から委託を受けて高等学校における

通級指導に関する研究を行ってきており、本年度、公立高等学校４校で開始したところ

である。

課 題

○ 教育水準を維持しながら、魅力ある高等学校づくりを進めるためには、小規模化す

る高等学校における教員の定数加配措置が必要である。

○ 小規模化する学校の活性化のためにＩＣＴを効果的に活用した遠隔授業や授業動画

の配信などを検討する必要があるが、実施に当たり、ＩＣＴ支援員の技術面のサポー

トが不可欠である。

○ 高等学校の魅力づくりのためのアドバイザー等、外部人材の活用も必要であり、そ

のためには、国において、関連情報のデータバンク化やフォーラムの開催など、全国

の先進事例の情報発信等による都道府県の取組への支援が望まれる。

○ 高等学校における通級による指導に関して、教員の定数措置や研修の充実、学校の

施設整備等の財源の確保が必要である。

３ 教育の振興
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(6) インターネットに対する依存への対応

近年、スマートフォン等を所持する児童生徒が増え、ゲームやインターネットに

熱中するあまり、家庭学習への影響や、ネット上のいじめの陰湿化等、課題が増大

しているにもかかわらず、依存状態である子どもの発見が遅れている。全国的に治

療する専門の医療機関も少なく、カウンセリングできる人材も限られている

ことから、対応のための診断マニュアルや治療のガイドラインを整備すること。

（提案の理由）

現 状

○ 平成28(2016)年12月に県内の児童生徒を対象に実施した「スマートフォン等の利用に

関する実態調査（抽出）」の結果によると、スマートフォン、ネット、ゲーム機などの

利用のために「日常生活で減った時間がある」と答えた割合は小学生23.6％、中学生

36.6％、高校生46.5％であり、平成27(2015）年度に比べて、すべての校種で増加して

いる。

また、減った時間の具体的な内容としては、「睡眠時間」や「学習時間」の割合が多

く、スマートフォン・ゲーム等の利用が日常生活や学習面へ影響を及ぼしているという

実態が明らかとなった。

○ 本県では、ネット依存研究委員会における外部有識者からの意見等も踏まえながら、

依存状態の判断材料の１つとなるチェックシートとその活用方法を示したマニュアルを

作成するとともに、リーフレット配付やホームページ掲載により各学校へ普及し、ネッ

ト依存の未然防止・早期発見につながるよう取り組んでいる。

課 題

○ 情報端末（携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ等）の普及に伴い、ＳＮＳ

（ソーシャルネットワーキングサービス）等に依存するあまり、日常生活や学習面に

影響を及ぼしているため、学校や家庭において、スマートフォン等の使用に関するル

ールづくりを推奨するとともに、ゲーム等に夢中になり、スマートフォン等を手放せ

ない児童生徒に対してインターネットへの依存に関する診断や治療を行う必要がある。

３ 教育の振興
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